
アドバイス

【事例】

SNS の広告をきっかけにダイエットサプ

リをお試しで１回だけのつもりで注文した。

商品が届き、代金を支払ったあと、すぐに

2回目の商品が届き、定期購入になってい

ることがわかった。

事業者に電話をかけ解約を申し出ると

「6 回の購入が条件のコース」と言われ

た。2回目の商品は約1万円で、3回目以

降はさらに金額が上がっていくようだ。解

約したいがどうしたらよいか。
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通信販売での定期購入トラブルに注意！！

SNS の広告を見てお試しのつもりでダイエットサプリや化粧品などを注文したとこ

ろ、購入回数の条件があるコースになっていたなど、通信販売での「定期購入」に関す

る相談が寄せられています。通信販売での「定期購入」のトラブルは中高年の占める

割合が高くなっていますが、10 歳代や 20歳代でも多くみられます。

・ネット広告は、日頃の web サイトの閲覧などから、消費者個人の興味・関心に合わせて広告を配

信（ターゲット広告）している場合があります。広告に飛びつく前に、自分に必要な契約か冷静

に判断しましょう。

・通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や解約については、販売業者の

規約に従うことになります。注文する前に「最終確認画面」を最後までスクロールして契約条件

をしっかり確認しましょう。

・トラブルに備えて、実際に見た広告の画面や「最終確認画面」をスクリーンショットし、記録に

残すようにしましょう。

・不安に思ったり、困ったときはすぐに消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口（消費者ホ

ットライン「188(いやや)｣番で最寄りの消費生活センター等につながります。）に相談してくだ

さい。

☎ 局番なし１８８ 又は ☎ 高知県立消費生活センター 088-824-0999


